
平成２６年度第４回習志野市公営企業運営協議会 

会議資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  平成２７年２月９日（月）午後２時～ 

場 所  習志野市企業局 新館３階ＤＥ会議室 

 



目次 

 

 

 

ご挨拶 …………………………………………………………………………… １ 

 

会議次第 ………………………………………………………………………… ２ 

 

平成２７年度習志野市ガス事業予算の概要（案） ………………………… ３ 

 

平成２７年度習志野市水道事業予算の概要（案） ………………………… ４ 

 

第３次習志野市ガス事業・水道事業中期経営計画（案）概要版 ………… ５ 

 

環境行政への取り組みについて ……………………………………………… ７ 

 

（仮称）第４給水場建設基本方針（案） …………………………………… ９ 

 

（仮称）第４給水場建設工事 基本・実施設計の進捗状況について …… 11 

 

ガスシステム改革の概要と本市ガス事業への影響 ………………………… 13 

 

≪別添≫ 

 

習志野市ガス事業中期経営計画（第３次）（案） 

 

習志野市水道事業中期経営計画（第３次）（案） 

 

 



ご挨拶 
 

習志野市企業局 

企業管理者 本城 章次良 

 

本日は大変お忙しい中、習志野市公営企業運営協議会にご出席いただきまして、誠

にありがとうございます。委員の皆様には、日頃より私ども企業局、そして習志野市

行政に対し、ご指導、ご鞭撻を賜り、心より御礼申し上げます。また昨年は、習志野

市政施行 60 周年記念として、習志野市と共に様々な取り組みを行って参りました。

皆様のご協力に、改めて感謝申し上げます。 

本日の会議では、まず平成 27 年度の予算案についてご説明させていただきます。

予算案の概要について申し上げますと、ガス事業は、事業収益が税込 93 億 3 千 350

万円に対し、事業費用が 91 億 8 千 950 万円、消費税等控除後の損益は 7 千万円の

利益を見込んでおります。また、水道事業は、事業収益が税込 24 億 8 千 570 万円に

対し、事業費用が 20 億 4 千 890 万円、消費税等控除後の損益は 4 億 1 千 500 万円

の利益を見込んでおります。なお、水道事業につきましては、平成 26 年度より会計

制度の変更があり、今申し上げた数値となっておりますが、実収支は 1 千 330 万円

の損失と、大変厳しい状況となっております。 

ガス事業におきましては、ガス販売量の維持拡大を目指すとともに、ガスシステム

改革が行われていく中で、生活のエネルギー源として、お客様に選択して頂けるよう、

引き続き努力して参りたいと考えております。 

水道事業におきましては、（仮称）第４給水場の建設について、現在、基本設計を

進めているところでございます。今後、平成 27 年度にかけて、次のステップとして

実施設計を行って参ります。将来を見据え、適切なインフラ整備を行っていくことに

より、ライフラインとしての責務を果たして参りたいと考えております。 

また、前回の運営協議会の中で、委員の皆様からご提案いただきました水需要拡大

のご提案に関しましては、現在、企業局内にプロジェクトを設置し、対応策について

検討中であり、順次、取り組んで参ります。 

次に、平成 27 年度から平成 31 年度を計画年度とした、ガス事業、水道事業の中

期経営計画の策定案についてご説明いたします。計画は、経営感覚とコスト意識を常

に持って、公営企業としての経済性を発揮すること、そして、今後もお客様のために、

安心・安全かつ低廉な料金で経営を持続していくことを目指したものでございます。 

最後になりますが、本日の会議では、委員の皆様に和やかな雰囲気の中で、是非と

も、忌憚のないご意見をいただければ幸いでございます。そして今年一年が、皆様に

とりまして良き一年となりますよう、併せてご祈念申し上げまして、開会に当たって

のご挨拶とさせていただきます。 
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会議次第 

 

 

１．議題 

平成２７年度習志野市公営企業会計予算の概要（案）について 

習志野市ガス事業・水道事業中期経営計画（第３次）（案）について 

 

２．その他 

環境行政への取り組みについて 

（仮称）第４給水場建設工事について 

ガスシステム改革の概要について 
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（金額は、消費税等含まず）

1 お客様（メ－タ－）増加件数 件

　 　 ☆ 年度末お客様（メ－タ－）件数 件 （対前年度比 ％）

　 2 （４５ ＭＪ） 千m3 （対前年度比 ％） （構成比 １００．０％）

★ 外国産天然ガス 千m3 （対前年度比 ％） （構成比 　７４．９％）

★ 県内産天然ガス 千m3 （対前年度比 ％） （構成比　 ２５．１％）

　 3 （４５ ＭＪ） 千m3 （対前年度比 ％）

4
(1) ガス導管・本支管工事 ｍ

（前年度　　　 ｍ ）

※２７年度末耐震化率（ポリエチレン管化率） ％ （２６年度末 ％）

   事業収益は、対前年度比２．３％増の９,３３３,５００千円を予定する。

　 内訳として、営業収益は、ガス販売量を対前年度比０．７％減と見込むが、

原料である外国産天然ガスが高値で推移することを見込んだことにより

ガス売上げは対前年度比０．８％増の８,１３０,２００千円。

営業雑収益は、受注工事収益の増により対前年度比２２．４％増の８９６,０００千円、

営業外収益は、２９６,５００千円を予定する。

 　対します事業費用は、対前年度比２．０％増の９,１８９,５００千円を予定する。

内訳として、営業費用は、購入ガス費等の増により、対前年度比０．８％増の８,０８５,７００千円。

営業雑費用は、受注工事原価の増により対前年度比２１．２％増の８２６,１００千円、

営業外費用は、２２３,７００千円を予定する。

 　また、予備費は４３,２００千円を予定し、消費税等控除後の損益は７０,０００千円

の利益計上を見込む。

◎ 消費税等控除後の損益 千円

 
％

　　　　　　　　　　　　　　　　　 １．事　業　収　益　（消費税等含む）

収 収 　 ２．事　業　費　用　（消費税等含む）

　

益 　 １．事　業　収　益　（消費税等含まず）

２．事　業　費　用　（消費税等含まず）

的 支

資 収 　 １．資　本　的　収　入（消費税等含む）

本 　 ２．資　本　的　支　出（消費税等含む）

的 支 差　引　不　足　額 1,239,600 4,272,100 △ 3,032,500 －

501,000 601,000 △ 100,000 △ 16.6
1,740,600 4,873,100 △ 3,132,500 △ 64.3

8,585,200 8,421,000 164,200 1.9
当　年　度　純　損　益　 70,000 36,000 34,000 94.4

8,655,200 8,457,000 198,200 2.3

千円

9,333,500 9,123,900 209,600 2.3
9,189,500 9,010,900 178,600 2.0

区　　分 （Ａ） 千円 （B） 千円 （Ａ－Ｂ）

７０，０００

項　　　目 平成２７年度予算額 平成２６年度予算額 対前年度増減 対前年度比

状

況

収

支

62.5 60.6

要

主 な 設 備 投 資

概 8,500 ８７１，０００千円

7,700 ８７７，０００千円

業 49,620 △ 1.0
16,592 0.0

の ガ ス 販 売 量 65,394 △ 0.7

事 79,238 2.3

ガ    ス    源 66,212 △ 0.7

平 成 ２７ 年 度 習 志 野 市 ガ ス 事 業 予 算 の 概 要（案）

摘　　　　　　　　　　　　　　　要

1,797

5,366,381 5,741,761 6,049,123 6,409,013

6,857,491
7,469,700 7,528,000

61,668 
66,023 

63,778 64,845 64,795 65,860 65,394 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（予算） ２７年度（予算）

販売量及びガス売上の推移 （販売量は、４５ＭＪ）

2,983
3,445

3,830 4,103
4,693

5,257 5,338

629

621

619
644

542

729 714

863

810

790
774

755

845 810

398

395

414
435

431

493 478

177

196

125

169

181

143 140

765

760
720

835

725

954 1,105

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（予算） ２７年度（予算）

（百万円）
事業費用 構成別の推移

その他

修繕費

委託料

減価償却費

職員給与費

原料・購入ガス費

６,６２２円

（１.３６倍）

６,４５５円

（１.３３倍）
６,２２９円

（１.２８倍）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

習志野市 Ａ社 Ｂ社 Ｃ社

（円）

近隣ガス事業者料金比較表

販売量

ガス売上

一般家庭で１ヶ月３３m3のガスを使用した場合

（４５ MJ/m3換算） ２７年２月現在

8,421
8,585

5,815

6,227
6,498

6,960

7,327

（千円） （千m3）

４,８５９円
（習志野市を１とした場合）

平成２７年２月９日 第４回公営企業運営協議会資料
習志野市企業局 経理課

3



（金額は、消費税等含まず）

1 お客様（メ－タ－）増加件数 件

　 ☆ 年度末お客様（メ－タ－）件数 件 （対前年度比 　　　 ％）

2 水          源 千m3 （対前年度比 　　　 ％） （構成比 １００．０％）

★ 千m3 （対前年度比 　　　 ％） （構成比 　６３．６％）

★ 千m3 （対前年度比 　　　 ％） （構成比　 ３６．４％）

3 水道販売（給水）量 千m3 （対前年度比 　　　 ％）

4
(1) 配水管・本支管工事 ｍ

（前年度　　　 ｍ ）

※２７年度末耐震化率 ％ （２６年度末 ％）

(2) 第１給水場更新工事基本・実施設計業務委託

継続費予算額 千円 年割額 ２６年度 千円

２７年度 千円

   事業収益は、対前年度比０．５％減の２,４８５,７００千円を予定する。

内訳として、営業収益は、水道販売量を対前年度比２．１％減と見込んだことにより、

対前年度比２．１％減の２,００８,２００千円。

営業外収益は、４７２,１００千円を予定する。

 　対します事業費用は、対前年度比１．６％減の２,０４８,９００千円を予定する。

内訳として、営業費用は、修繕費等経費の縮減を図ったことにより、

対前年度比０．２％減の１,９６８,５１０千円。

営業外費用は、６２,０３０千円を予定する。

 　また、予備費は１２,９６０千円を予定し、消費税等控除後の損益は４１５,０００千円

の利益計上を見込む。（実収支は１３,３００千円の赤字予算となる。）

◎ 消費税等控除後の損益

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　 １．事　業　収　益　（消費税等含む）

収 収 　 ２．事　業　費　用　（消費税等含む）

　

益 　 １．事　業　収　益　（消費税等含まず）

２．事　業　費　用　（消費税等含まず）

的 支

資 収 　 １．資　本　的　収　入（消費税等含む）

本 　 ２．資　本　的　支　出（消費税等含む）

的 支 差　引　不　足　額 262,500 221,900 40,600 －

547,500 533,900 13,600 2.5
810,000 755,800 54,200 7.2

当　年　度　純　損　益　 415,000 399,000 16,000 4.0

2,334,800 2,345,000 △ 10,200 △ 0.4
1,919,800 1,946,000 △ 26,200 △ 1.3

2,485,700 2,499,200 △ 13,500 △ 0.5
2,048,900 2,081,300 △ 32,400 △ 1.6

対前年度増減 対前年度比

区　　分 （Ａ） 千円 （B） 千円 （Ａ－Ｂ） 千円 ％

況

４１５，０００ 千円

項　　目 平成２７年度予算額 平成２６年度予算額

支

状

92,588

収

38.8 37.5

要

132,268 39,680

主 な 設 備 投 資

概 4,500 ６０３，０００千円

4,600 ５８９，０００千円

受 水 量 4,517 0.0

の 11,918 △ 2.1

事 56,653 0.6

12,419 △ 2.3
業 地 下 水 量 7,902 △ 3.5

摘　　　　　　　　　　　　　　　要

349

平 成 ２７ 年 度 習 志 野 市 水 道 事 業 予 算 の 概 要（案）

1,823,783 1,851,640

1,815,272 1,807,449

1,772,212

1,883,700

1,845,100

12,029 12,184 11,964 11,886 11,736
12,169

11,918

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1,500,000

1,550,000

1,600,000

1,650,000

1,700,000

1,750,000

1,800,000

1,850,000

1,900,000

1,950,000

2,000,000

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（予算） ２７年度（予算）

販売量及び給水収益（料金収入）の推移

給水収益

販売量

403 405 405 404 403 406 406

275 279 246 253 232 302 275

610 611 621 634 628
625 623

155 153 172 166 149
156 168

126 155 135 129
138

142 133

228 217 241 249 273

315 315

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度（予算） ２７年度（予算）

事業費用 構成別の推移

その他

修繕費

委託料

減価償却費

職員給与費

受水費

３,１９０円

（１.２４倍）
３,１３２円

（１.２１倍）
３,０６７円

（１.１９倍）
３,０２４円

（１.１７倍）
２,８２９円

（１.１０倍）
２,７２１円

（１.０５倍）

２,７１０円

（１.０５倍）２,５８１円
（習志野市を１とした場合）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

習志野市 構成団体Ａ 構成団体Ｂ 構成団体Ｃ 構成団体Ｄ 構成団体Ｅ 構成団体Ｆ 構成団体Ｇ

北千葉広域水道企業団構成団体料金比較表 一般家庭で１ヶ月２０ｍ３の水を使用した場合

（口径 ２０ミリメ－トル） ２７年２月現在

（消費税等含む）

※習志野市のうち、ＪＲ総武線より北側の地域が「習志野市」の料金となります。

1,946 1,920

1,797 1,820 1,820 1,835 1,823

（千円） （千m3）

（百万円）

（円）
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平成２７年２月９日  

第４回公営企業運営協議会資料 

習志野市企業局 営業企画室 

 

 

 

1．策定の趣旨 

 ガス及び水道は、地域における市民生活や経済活動を支えるライフラインであることから、都市基盤の強

化及び将来にわたる持続可能な事業経営に資するため策定します。 

 

２．計画の位置づけ 

 この計画は、習志野市基本構想における将来都市像「未来のために～みんながやさしさでつながるまち～

習志野」を実現するため、習志野市前期基本計画の施策を具体化したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

3．計画期間 

平成１７年度～平成２１年度  中期経営計画（第１次）〔５か年〕 

平成２２年度～平成２６年度  中期経営計画（第 2次）〔５か年〕 

平成２７年度～平成３１年度  中期経営計画（第 3次）〔５か年〕 

 

４．事業の基本理念と基本方針 

【基本理念】 

・ お客様に信頼される公営企業を目指してまいります。 

・ 低廉な料金水準を維持し、まちづくりと福祉の向上に貢献します。 

・ 技術の習得と継承をとおして、安全で安定したガス・水道の供給に努めて

まいります。 

 

第 2次中期経営計画からの基本理念を継承し、それぞれの施策に取り組みます。 

 

 

【基本方針】基本理念に基づき、お客様に支持され続ける公営企業を目指します。 

公営企業経営の基本原則である経済性の発揮と、公共の福祉の増進に資するため、職員一人ひとりが

常に経営感覚とコスト意識を持って、効率的な経営の推進に努め、最小の経費で最大の効果を挙げ、低

廉な料金で最大のサービスを提供し、お客様に信頼され、支持され続ける公営企業を目指すことを基本

とします。 

 

〇 持続可能な事業運営を実現するため、健全財政の維持に努めます。 

〇 ガス事業については、平成 29年に国によるガスシステム改革（ガスの小売全面自由化）が予定さ

れており、これに対応するため、魅力あるお客様サービスの提供に努めます。 

〇 水道事業については、（仮称）第 4 給水場を主要な給水拠点とする施設整備を実施します。施設整

備に際しては、災害対応や環境負荷の低減化等を考慮しながら、安定給水の確保に努めます。 

 

５．主要施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガ ス 事 業 水 道 事 業 

（１）安定供給の確保と保安の高度化 

（２）災害対策 

（３）危機管理 

（４）経営の効率化・適正化 

（５）お客様サービスの向上 

（６）広報・広聴の充実  

（７）環境負荷の低減化 

 

（１）水源の保全と確保 

（２）安全で良質な水の給水 

（３）災害対策 

（４）安定給水の確保 

（５）危機管理 

（６）経営の効率化・適正化 

（７）お客様サービスの向上 

（８）広報・広聴の充実  

（９）環境負荷の低減化 

習志野市ガス・水道事業中期経営計画（第 3次）〔案〕概要版 

   

習志野市基本構想（平成 26年～37年度） 

将来都市像 

『未来のために～みんながやさしさでつながるまち～習志野』 

習志野市文教住宅都市憲章 

前期基本計画 

〔平成 26年～31年度〕 

 

後期基本計画 

〔平成 32年～37年度〕 

 

①支え合い・活気あふれる「健康なまち」 

②安全・安心「快適なまち」・・・・・・・・・暮らしを支える都市基盤の整備 

③育み・学び・認め合う「心豊かなまち」          

                       

「ガス・水道事業の充実」 

 

ガス事業中期経営計画 

水道事業中期経営計画 

（第 2次） 

〔平成 22年～26年度〕 

 

ガス事業中期経営計画 

水道事業中期経営計画 

（第 3次） 

〔平成 27年～31年度〕 

 

具体化 
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６．計画概要 

 

 

 

水 道 事 業 

1章 

計画策定

の趣旨 

１-1 策定の趣旨 

1-2 社会的背景と水

道事業の現状 

1-2-1給水区域ついて 

1-2-2平均気温・配水量について 

1-2-3水道メータ口径別配水量について 

1-2-4主要施設について 

1-2-5本市の給水区域における水道水のミネラル成分について 

1-３ 事業の課題 

2章 

事業の基

本方針 

2-1事業の基本方針 （１）事業の基本方針（2）主要施策 

2-1-1ＰＤＣＡサイクルについて 

2-1-2計画達成状況の公表について 

2-2計画の位置づけ 2-2-1基本構想・基本計画との関連性 

2-3主要施策 2-3-1水源の確保と保全について （１）水源 

（２）井戸の維持管理 

（３）受水量の確保 

2-3-2安全で良質な水の給水について （１）直結給水方式の推進 

（２）おいしい水の給水 

（３）貯水槽水道の適正管理 

（４）水質検査 

2-3-3災害対策について （1）災害時における体制の強化 

（２）地震災害対策 

（３）施設の耐震性の向上 

（４）被災状況の把握と資機材の確保 

（５）緊急時における水源の確保 

（６）他事業者との相互協定 

2-3-4安定給水の確保について （１）（仮称）第４給水場の建設工事 

（２）水道管の更新計画 

（３）水道管の維持管理 

2-3-5危機管理について （１）施設の不法侵入・テロ対策 

（２）情報セキュリティの推進 

（３）個人情報の適正管理 

2-3-6経営の効率化・適正化の推進につ

いて 

（１）定員管理適正化 

（２）人材育成と技術の伝承 

（３）経営基盤強化への取組み 

（４）合理的な施設整備 

（５）販売量拡大への取組み 

（６）料金体系の見直し 

2-3-7お客様サービスの向上について （１）水の大切さの啓蒙 

（２）料金支払い方法の利便性の向上 

2-3-8広報・広聴の充実について （１）広報・広聴の充実 

2-3-9環境負荷の低減化について （１）電気使用量・ＣＯ２の削減について 

3章 

事業計画 

3-1中期財政収支計画 3-1-1収益的収支及び資本的収支 （１）収益的収支 

（２）資本的収支 

3-1-2企業債残高について 

3-2中期指標 

3-3将来需要予測 

4章 事業の歴史 

 

ガ ス 事 業 

1章 

計画策定の

趣旨 

1-1 策定の趣旨 

1-2 社会的背景とガ

ス事業の現状 

1-2-1供給区域と特徴について 

1-2-2平均気温・月別販売量について 

1-2-3用途別使用量について 

1-2-4主要施設について 

1-2-5ガスの熱量・成分について 

1-3事業の課題 

2章 

事業の基本

方針 

2-1事業の基本方針 （１）事業の基本方針（2）主要施策 

2-1-1ＰＤＣＡサイクルについて 

2-1-2計画達成状況の公表について 

2-2計画の位置づけ 2-2-1基本構想・基本計画との関連性 

2-3主要施策 2-3-1 安定供給の確保と保安の

高度化について 

（1）ガス導管の更新計画 

（2）ガス導管の維持管理 

（3）宅地内経年埋設管の入替え 

（4）原料の確保 

2-3-2災害対策について （1）災害時における体制の強化 

（２）地震災害対策 

（３）施設の耐震性の向上 

（４）復旧の効率化 

（５）被災状況の把握と資機材の確保 

（６）他事業者との相互協定 

2-3-3危機管理について （１）施設の不法侵入・テロ対策 

（２）情報セキュリティの推進 

（３）個人情報の適正管理 

2-3-4 経営の効率化・適正化の

推進について 

（１）定員管理適正化 

（２）人材育成と技術の伝承 

（３）経営基盤強化への取組み 

（４）合理的な施設整備 

（５）販売量拡大への取組み 

（６）ガスシステム改革への対応 

2-3-5 お客様サービスの向上に

ついて 

（１）ガスフェスタ・料理教室の開催 

（２）料金支払い方法の利便性の向上 

2-3-6 広報・広聴の充実につい

て 

（１）広報・広聴の充実 

2-3-7 環境負荷の低減化につい

て 

（１）電気使用量・ＣＯ２の削減 

（２）高効率給湯器・家庭用燃料電池の普及拡大 

3章 

事業計画 

3-1 中期財政収支計

画 

3-1-1 収益的収支及び資本的収

支 

（1）収益的収支 

（2）資本的収支 

3-1-2企業債残高について 

3-2中期指標 

3-3将来需要予測 

4章 事業の歴史 
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環境行政への取り組みについて 

 

 習志野市は、地球温暖化対策推進計画を掲げて、温室効果ガスの抑制に取り組んでいると

ころであります。 

企業局においても「環境行政の一翼を担う」との観点から市のＣＯ２削減施策の一助として、

今年度も引き続き一般給湯器と比較して１６％程度のＣＯ２削減効果が見込める、習志野市

住宅用ガス高効率給湯器（エコジョーズ）設置費補助制度に対して助成してまいります。 

 また近隣のガス事業者が、家庭用燃料電池（エネファーム）を導入している中、今年度よ

り、家庭用燃料電池設置費補助制度に対する助成を行っています。 

周知につきましては、平成２６年４月１日号「広報習志野」、６月１日号広報「あじさい」、

習志野市ホームページに掲載しております。 

平成２６年度の状況としましては、エコジョーズの申請件数が平成２７年１月末で、５５

４件となっております。 

また、エネファームにおきましては、平成２６年上半期に、ハウスメーカーや設計事務所

等に補助金の説明を行い、１２月に習志野市内初のエネファームが本大久保の一般住宅に設

置されました。 

現在の状況としましては、エネファーム設置件数 2件、着工件数 3件、提案件数 10件とな

っております。 

 

≪参考≫ 

 

補助金助成実績及び予算 

平成 24年度   1,115 件   55,750,000円（決算値） 

平成 25年度  1,872 件   93,600,000円（決算値） 

平成 26年度   1,800 件   45,000,000円（予算値）エコジョーズ 

平成 26年度     20台    4,700,000円（予算値）エネファーム 

 

※補助金額内訳 

  エコジョーズ 

 25,000 円／件     

 エネファーム 

国     380,000 円／台 

県     100,000 円／台 

市     200,000 円／台 

 

 

ＣＯ2削減量 

 平成 23年度   737台 100,969kgで藤崎ガスタンク約 26基分に相当(決算値) 

 平成 24年度 1,115台 152,755kgで藤崎ガスタンク約 39基分に相当(決算値) 

 平成 25年度 1,872台 256,464kgで藤崎ガスタンク約 66基分に相当(決算値) 

 

平成２７年２月９日 

第４回公営企業運営協議会資料 

習志野市企業局 営業企画室 
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ライフラインを守る

災害に強い

施設整備

・耐震化された施設の構築

・非常時に対応できる設備の構築

・重要施設のバックアップ体制の構築

経済性を

考慮した

施設整備

・現有施設の有効活用

・最少の経費で最大の効果

環境に

やさしい

施設整備

・自然エネルギーの有効活用

・温室効果ガスの削減

将来を

見据えた

施設整備

・将来変動する水需要への対応

・安定した水源の確保

・用地の有効活用

地域社会と

調和した

施設整備

・周辺地域との調和

・良好な住環境の維持

・既存の住環境やハミングロード等、周辺環境に調和した施設を整備する。

・騒音、振動、臭気等の発生を極力抑えて、良好な住環境を維持する。

・現行の耐震基準を満たし、大地震時でも、その機能を維持できる施設を構築する。

・地震、停電、漏水等の非常時にも、応急給水ができる設備を構築する。

・施設や設備が機能を失った場合でも、給水ができるように、バックアップ体制を整備する。

・既存施設を有効活用し、必要最低限の施設整備とする。

・イニシャルコスト、ランニングコスト等を総合的に判断し、費用対効果を常に考慮する。

・太陽光発電、小水力発電等の再生可能エネルギーの活用を検討する。

・高効率機器を導入し、電気使用量の軽減に努めることにより、ＣＯ２等の温室効果ガス削減を図る。

・５０年後、１００年後の水需要の変動に対して、柔軟に対応できる施設を整備する。

・地下水及び北千葉広域水道企業団からの受水を水源とし、必要な水量を継続して取水できる施設を整備する。

・将来を見据えた施設配置を検討し、維持管理用地や拡張スペースを確保する。

泉町３丁目の新用地に、水道事業の根幹となる配水施設を建設し、

現第１給水場の施設更新と併せて総合的に機能充実を図り、

安全で高品質な水道水の安定給水を目標とする。

～総合目標～

平成２７年２月９日

第４回公営企業運営協議会資料

習志野市企業局 供給課
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（仮称）第４給水場建設工事  基本・実施設計の進捗状況について  

 

 

１．調査結果報告  

  （１）基本設計に伴う地盤調査（ボーリング調査）  

実施日：平成２６年９月１７日～１０月３１日  

     実施者：日本水工設計（株）千葉事務所  

     結  果：建設に際して問題のない地盤であることを確認  

 

（２）環境省による安全確認のための環境調査  

実施日：平成２６年９月１７日～１０月３１日  

     実施者：日本物理探鑛
たんこう

（株）（環境省発注契約）  

結 果：異常なし  

 

２．今後の予定  

（１）基本設計    ～平成２７年３月  

（契約日：平成２６年８月８日）  

  （２）実施設計    平成２７年４月～平成２８年３月  

  （３）建設工事    平成２８年度～平成３１年度  

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年２月９日 
第４回公営企業運営協議会資料 

習志野市企業局 供給課 
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ガスシステム改革の概要と本市ガス事業への影響 

１．ガスシステム改革の概要 

1－1．ガスシステム改革の目的  

① 新たなサービスやビジネスの創出 

② 競争の活性化による料金の抑制 

③ ガス供給インフラの整備 

④ 消費者利益の保護と安全確保 

 

1－2．エネルギー基本計画での位置づけ 

先行する電力システム改革による、小売及び発電の全面自由化（2016年実施予定）と相まってガ

スが低廉・安全かつ安定的に供給され消費者に新たなサービスなど多様な選択肢が示されるガスシ

ステムの構築に向け小売りの全面自由化などの改革を行う。 

 

1－3．制度改正の主な内容  

① 小売りの全面自由化による供給区域許可の廃止（地域独占の廃止） 

② 小売料金の認可の廃止 

③ ガス管網利用料金の認可制（届出から認可へ） 

 

1－4．現在の小売規制  

① 小口（年間のガス使用量が 10万ｍ3未満）については、許可されたガス事業者以外の都市ガス

供給は不可、小売料金は認可制。（お客様が希望した場合には 10 万ｍ3 以上の使用量であって

も小口の認可料金で契約可能）。 

② 大口（年間のガス使用量が 10万ｍ3以上）については、自由化されており供給区域外への供給

が可能。 

※小口：家庭用料金等、現行国の認可による料金   大口：供給条件は相対の合意による契約 

 

２．ガスシステム改革に伴う本市ガス事業への影響 

 

2－1．全面自由化に伴う影響  

① 習志野市営ガスの家庭用料金は近隣事業者と比較し低廉であるものの、従来の独占から小売り

全面自由化によりお客様の選択の対象となります。 

② 大口契約に関しては、現時点で自由化範囲であり非公開であることから価格比較は困難、使用

が多量であることから新規参入を目指す動きや、大口契約者が価格比較を実施するケースが増

加する可能性があります。 

  

2－2．システム改革に伴う本市の経営上の課題  

① 現行の低廉な料金水準を維持するために、引き続き大口契約を含め市営ガスを選択していただ

くための更なる努力、販売量の維持・拡大。 

② より適切な設備投資、費用積算の実施及び小口需要の開拓と魅力あるお客様サービスの提供。 

③ 原料の新たな供給者の出現が考えられる中で、さらなる低廉で安定した原料の確保。 

 

なお、本市のガス管を使用して他事業者がガスを販売する場合にはガス管の使用料金が新たな収

入となります。（ガス管網利用の認可料金） 

報告書が公表されました。 

審議状況・実施時期 

平成 27年 1月 13日、第 21回小委員会をもってガ

スシステム改革小委員会での審議が終了し、平成 29

年を目途に実施することが適当であるとの報告がさ

れました。 

 

平成２７年２月９日 第４回公営企業運営協議会資料 習志野市企業局 営業企画室 
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